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(57)【要約】
【課題】油、水等の液体を含む含液スラッジについて、
圧縮空気とフィルタ体を用いることにより、その液体成
分を効果的に分離して脱液するとともに、脱液された含
液スラッジを取扱い容易な硬さに固形化する含液スラッ
ジの脱液・固形化技術を提供する。
【解決手段】研削スラッジＧＳをフィルタ体１０によっ
て受持した状態で、圧縮空気により脱油してブリケット
Ｂに固形化するに際して、フィルタ体１０を無数の通液
孔を有する網状体で構成するとともに、この網状体の通
液孔の目開き寸法を研削スラッジＧＳ中の研削金属屑が
通過し得る大きさに設定することにより、圧縮空気によ
り研削スラッジＧＳを脱油する脱油工程の初期段階にお
いて、研削スラッジＧＳ中の研削金属屑がフィルタ体１
０上に堆積してフィルタ体１０のフィルタ層ＷＦを形成
するようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油、水等の液体を含む含液スラッジをフィルタ体によって受持した状態で、圧縮空気に
より脱液して固形化する脱液・固形化方法であって、
　前記フィルタ体を無数の通液孔を有する網状体で構成するとともに、この網状体の前記
通液孔の目開き寸法を前記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさに設定
することにより、
　前記圧縮空気により前記含液スラッジを脱液する脱液工程の初期段階において、前記含
液スラッジ中の濾過除去対象物質が前記フィルタ体上に堆積して前記フィルタ体の上層フ
ィルタ部を形成するようにした
ことを特徴とする含液スラッジの脱液・固形化方法。
【請求項２】
　以下の（ａ）～（ｄ）の工程を備えることを特徴とする請求項１に記載の含液スラッジ
の脱液・固形化方法。
（ａ）底部に前記フィルタ体を敷設してなる加圧室内に前記含液スラッジを充填する充填
工程
（ｂ）前記含液スラッジを充填した加圧室内に圧縮空気を導入することにより、前記含液
スラッジ中に圧縮空気を通気して脱液する脱液工程
（ｃ）前記脱液工程を終了した加圧室内に圧縮空気を追加導入することにより、前記脱液
したスラッジを圧縮してブリケットに固形化する固形化工程
（ｄ）前記固形化したスラッジのブリケットを前記加圧室から排出する排出工程
【請求項３】
　前記フィルタ体を構成する前記網状体の通液孔の目開き寸法は、前記含液スラッジ中の
濾過除去対象物質が通過し得る大きさで、かつ、前記圧縮空気による脱液工程の初期段階
において、前記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が前記フィルタ体上に堆積し得る範囲
内で可及的に小さく設定されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の含液スラッジの脱液・固形化方法。
【請求項４】
　前記含液スラッジは、濾過除去対象物質として金属研削屑を含んだ研削スラッジである
ことを特徴とする請求項１に記載の含液スラッジの脱液・固形化方法。
【請求項５】
　油、水等の液体を含む含液スラッジを圧縮空気により脱液して固形化する脱液・固形化
装置であって、
　底部にフィルタ体を敷設してなる密閉可能な加圧室と、
　この加圧室内に含液スラッジを供給するスラッジ供給手段と、
　前記加圧室の上部から加圧室内に圧縮空気を導入供給する圧縮空気供給手段とを備えて
なり、
　前記フィルタ体は、無数の通液孔を有する網状体で構成されるとともに、この網状体の
前記通液孔の目開き寸法が、前記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさ
に設定されてなり、
　前記圧縮空気供給手段により加圧室内に導入される圧縮空気が前記含液スラッジを脱液
する脱液工程の初期段階において、前記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が前記フィル
タ体上に堆積して前記フィルタ体の上層フィルタ部を形成するように構成されている
ことを特徴とする含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項６】
　前記加圧室の下側位置に、前記加圧室内において固形化された前記スラッジのブリケッ
トを前記加圧室外へ排出するブリケット排出手段を備える
ことを特徴とする請求項５に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項７】
　前記圧縮空気供給手段、スラッジ供給手段およびブリケット排出手段を相互に連動して
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制御する制御手段を備え、
　この制御手段は、請求項１または２に記載の含液スラッジの脱液・固形化方法を実施す
るように前記圧縮空気供給手段、スラッジ供給手段およびブリケット排出手段を制御する
構成とされている
ことを特徴とする請求項６に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項８】
　前記加圧室内の状況を検出するセンサ手段として、前記加圧室内圧力を検出する圧力セ
ンサと、加圧室内の固形化されたスラッジのブリケットの高さを検出する高さセンサとを
備え、
　前記制御手段は、前記圧力センサにより、前記加圧室内圧力の所定値以下の低下が検出
されると、前記脱液工程が終了し、前記高さセンサにより、前記ブリケットの所定以上の
高さが検出されると、前記固形化工程が開始されるように、前記圧縮空気供給手段、スラ
ッジ供給手段およびブリケット排出手段を制御する構成とされている
ことを特徴とする請求項７に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項９】
　前記フィルタ体を構成する前記網状体の通液孔の目開き寸法は、前記含液スラッジ中の
濾過除去対象物質が通過し得る大きさで、かつ、前記圧縮空気による脱液工程の初期段階
において、前記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が前記フィルタ体上に堆積し得る範囲
内で可及的に小さく設定されている
ことを特徴とする請求項５に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１０】
　前記フィルタ体は、前記網状体を構成する薄板状のフィルタ部材と、このフィルタ部材
を分離可能に載置保持する保持板とからなる積層構造とされている
ことを特徴とする請求項９に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１１】
　前記フィルタ部材が金網であることを特徴とする請求項１０に記載の含液スラッジの脱
液・固形化装置。
【請求項１２】
　前記保持板は、圧縮空気による脱液工程において、圧縮空気によって生じる荷重を負担
し得る強度を有するとともに、前記フィルタ部材により濾過されて落下する液体を抵抗な
く通過させ得る開口面積を確保する多数の小孔が貫設されてなる
ことを特徴とする請求項１０に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１３】
　前記加圧室は、円筒形状の筒状体の形態とされるとともに、その下部内側面が下方へ向
けて拡開するテーパ面に形成されている
ことを特徴とする請求項５に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１４】
　前記加圧室は、その天部に前記圧縮空気供給手段およびスラッジ供給手段の導入口がそ
れぞれ開設されるとともに、その底部に前記フィルタ体が敷設されてなり、
　このフィルタ体の下側に、含液スラッジから脱液された油・水等の液体を回収する液体
回収部が前記加圧室の外部に連通可能に設けられている
ことを特徴とする請求項５に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１５】
　前記加圧室の底部は、開閉蓋により開閉可能に施蓋される構造とされるとともに、この
開閉蓋の上端外周縁部位に、前記フィルタ体の外周縁が載置支持され、
　前記開閉蓋の前記加圧室底部への施蓋により、前記フィルタ体の外周縁が前記開閉蓋と
加圧室底部の外周縁により挟持状にかつ密封状に支持固定される
ことを特徴とする請求項１３に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１６】
　前記ブリケット排出手段は、少なくとも、前記開閉蓋を開閉動作させる蓋開閉手段を備
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えてなり、
　この蓋開閉手段による前記開閉蓋の開放動作により、前記加圧室内で固形化された前記
スラッジのブリケットが加圧室外部下方へ排出される
ことを特徴とする請求項６に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１７】
　前記ブリケット排出手段は、前記加圧室内で固形化された前記スラッジのブリケットを
加圧室外部の排出位置へ下降させる昇降手段と、前記排出位置にある前記スラッジのブリ
ケットを水平方向へ押圧排出する水平排出手段とを備えてなり、
　前記昇降手段は、前記開閉蓋を開閉動作させる前記蓋開閉手段から構成されている
ことを特徴とする請求項６に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１８】
　前記昇降手段は、空気圧源により駆動する昇降エアシリンダ装置の形態とされ、
　この昇降エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に前記加圧室の底部を開閉可能に施
蓋する開閉蓋が取付け支持され、
　この開閉蓋上に、前記フィルタ体を介して、固形化された前記スラッジのブリケットが
載置支持される構造とされている
ことを特徴とする請求項１７に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項１９】
　前記水平排出手段は、空気圧源により駆動する水平エアシリンダ装置の形態とされ、
　この水平エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に、前記開閉蓋上に載置支持された
前記スラッジのブリケットを押圧するブリケット排出用プッシャが取付け支持されている
ことを特徴とする請求項１８に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項２０】
　前記ブリケット排出用プッシャの上下端縁に、清掃用スクレーパがそれぞれ設けられ、
　前記水平エアシリンダ装置のピストンロッドの突出退入による前記ブリケット排出用プ
ッシャの水平往復動作により、前記清掃用スクレーパが前記加圧室の底部の施蓋接合部分
および前記フィルタ体上面をそれぞれ清掃するように構成されている
ことを特徴とする請求項１９に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
【請求項２１】
　前記蓋開閉手段は、空気圧源により駆動する蓋開閉エアシリンダ装置の形態とされ、
　この蓋開閉エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に、前記加圧室の底部に揺動開閉
可能に設けられて、加圧室の底部を開閉可能に施蓋する開閉蓋が接続されている
ことを特徴とする請求項１６に記載の含液スラッジの脱液・固形化装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は油、水等の液体を含む含液スラッジの脱液・固形化方法およびその装置に関し
、さらに詳細には、例えば、各種金属の研削工程で発生する油性もしくは水溶性のクーラ
ントを含んだ研削スラッジを脱油・脱水して固形化する含液スラッジの脱液・固形化技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ホーニング盤や研削盤等による各種の機械部品等の研削ラインにおいて発生す
る研削スラッジは、リサイクルするにもコスト的に不利であるため、産業廃棄物として処
理されるのが一般的である。
【０００３】
　ところで、この種の研削スラッジ中には多量の油性もしくは水溶性のクーラントが含ま
れているため、その取り扱いは困難で、そのまま廃棄すると環境への悪影響が懸念される
とともに、上記研削ラインからのクーラントの持ち出し量も多くなり不経済であるという



(5) JP 2010-279860 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

問題があった。
【０００４】
　これらの問題に対しては、例えば、特許文献１および２等に記載されるように、研削ス
ラッジを脱油・固形化する技術が多数開発し提案されており、これら技術においては、い
ずれも油圧シリンダを駆動力として用いて、研削スラッジを非常に大きな圧力をもって圧
縮することにより、研削スラッジを脱油・固形化するという方式がとられている。
【０００５】
　また一方で、特許文献３に記載されるように、圧縮空気を用いて、スラッジや汚泥等の
含水物を脱水する方式の脱水技術も開発し提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２９０９８８号公報
【特許文献２】特開２００２－１３７０９５号公報
【特許文献３】特開平１１－２５３９９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、これら従来のいずれの技術においても以下に述べるような問題があり、
これらの問題の解決がさらに要望されていた。
【０００８】
　すなわち、前者の油圧力により研削スラッジに非常に大きな圧力を負荷して圧縮・固形
化するという方式では、駆動源である油圧源を設置するための設置面積が増大すること、
高圧力に耐えるために装置が大型化すること、油圧源を駆動させるためにランニングコス
トが増大すること、および、研削スラッジにより駆動部の構成部品が磨耗することなど、
種々の解決すべき問題があった。
【０００９】
　また、後者の圧縮空気を用いて脱水する方式では、スラッジや汚泥等の含水物を濾過し
して、濾過除去対象物質を保持するためのフィルタ部材、典型的には濾布が目詰まりを生
じやすく、これがため、フィルタ部材を定期的に、あるいは目詰まりを生じるたびに適宜
、洗浄または交換する必要があった。また、フィルタ部材の洗浄ないし交換作業は手作業
で行わなければならず、このような手作業工程の必要性は、一連の脱水工程の自動化をも
困難にしていた。
【００１０】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところ
は、油、水等の液体を含む含液スラッジについて、圧縮空気とフィルタ体を用いることに
より、その液体成分を効果的に分離して脱液するとともに、脱液された含液スラッジを取
扱い容易な硬さに固形化する含液スラッジの脱液・固形化方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明のもう一つ他の目的とするところは、上記脱液・固形化方法を有効に実施するこ
とができ、上記フィルタ体の目詰まりを解消するとともに、一連の脱液・固形化工程を自
動化することができる含液スラッジの脱液・固形化装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するため、本発明の含液スラッジの脱液・固形化方法は、油、水等の液
体を含む含液スラッジをフィルタ体によって受持した状態で、圧縮空気により脱液して固
形化する脱液・固形化方法であって、上記フィルタ体を無数の通液孔を有する網状体で構
成するとともに、この網状体の上記通液孔の目開き寸法を上記含液スラッジ中の濾過除去
対象物質が通過し得る大きさに設定することにより、上記圧縮空気により上記含液スラッ
ジを脱液する脱液工程の初期段階において、上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が上
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記フィルタ体上に堆積して上記フィルタ体の上層フィルタ部を形成するようにしたことを
特徴とする。
【００１３】
　好適な実施態様として、以下の構成が採用される。
（１）上記含液スラッジの脱液・固形化方法が以下の（ａ）～（ｄ）の工程を備える。
（ａ）底部に上記フィルタ体を敷設してなる加圧室内に上記含液スラッジを充填する充填
工程
（ｂ）上記含液スラッジを充填した加圧室内に圧縮空気を導入することにより、上記含液
スラッジ中に圧縮空気を通気して脱液する脱液工程
（ｃ）上記脱液工程を終了した加圧室内に圧縮空気を追加導入することにより、上記脱液
したスラッジを圧縮してブリケットに固形化する固形化工程
（ｄ）上記固形化したスラッジのブリケットを上記加圧室から排出する排出工程
【００１４】
（２）上記フィルタ体を構成する上記網状体の通液孔の目開き寸法は、上記含液スラッジ
中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさで、かつ、上記圧縮空気による脱液工程の初期
段階において、上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が上記フィルタ体上に堆積し得る
範囲内で可及的に小さく設定されている。
【００１５】
（３）上記含液スラッジは、濾過除去対象物質として金属研削金属屑を含んだ研削スラッ
ジである。
【００１６】
　また、本発明の含液スラッジの脱液・固形化装置は、油、水等の液体を含む含液スラッ
ジを圧縮空気により脱液して固形化する脱液・固形化装置であって、底部にフィルタ体を
敷設してなる密閉可能な加圧室と、この加圧室内に含液スラッジを供給するスラッジ供給
手段と、上記加圧室の上部から加圧室内に圧縮空気を導入供給する圧縮空気供給手段とを
備えてなり、上記フィルタ体は、無数の通液孔を有する網状体で構成されるとともに、こ
の網状体の上記通液孔の目開き寸法が、上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が通過し
得る大きさに設定されてなり、上記圧縮空気供給手段により加圧室内に導入される圧縮空
気が上記含液スラッジを脱液する脱液工程の初期段階において、上記含液スラッジ中の濾
過除去対象物質が上記フィルタ体上に堆積して上記フィルタ体の上層フィルタ部を形成す
るように構成されていることを特徴とする。
【００１７】
　好適な実施態様として、以下の構成が採用される。
（１）上記加圧室の下側位置に、上記加圧室内において固形化された上記スラッジのブリ
ケットを上記加圧室外へ排出するブリケット排出手段を備える。
【００１８】
（２）上記圧縮空気供給手段、スラッジ供給手段およびブリケット排出手段を相互に連動
して制御する制御手段を備え、この制御手段は、請求項１または２に記載の含液スラッジ
の脱液・固形化方法を実施するように上記圧縮空気供給手段、スラッジ供給手段およびブ
リケット排出手段を制御する構成とされる。
【００１９】
（３）上記加圧室内の状況を検出するセンサ手段として、上記加圧室内圧力を検出する圧
力センサと、加圧室内の固形化されたスラッジのブリケットの高さを検出する高さセンサ
とを備え、上記制御手段は、上記圧力センサにより、上記加圧室内圧力の所定値以下の低
下が検出されると、上記脱液工程が終了し、上記高さセンサにより、上記ブリケットの所
定以上の高さが検出されると、上記固形化工程が開始されるように、上記圧縮空気供給手
段、スラッジ供給手段およびブリケット排出手段を制御する構成とされる。
【００２０】
（４）上記フィルタ体を構成する上記網状体の通液孔の目開き寸法は、上記含液スラッジ
中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさで、かつ、上記圧縮空気による脱液工程の初期
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段階において、上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が上記フィルタ体上に堆積し得る
範囲内で可及的に小さく設定される。
【００２１】
（５）上記フィルタ体は、上記網状体を構成する薄板状のフィルタ部材と、このフィルタ
部材を分離可能に載置保持する保持板とからなる積層構造とされる。
【００２２】
（６）上記フィルタ部材が金網である。
【００２３】
（７）上記保持板は、圧縮空気による脱液工程において、圧縮空気によって生じる荷重を
負担し得る強度を有するとともに、上記フィルタ部材により濾過されて落下する液体を抵
抗なく通過させ得る開口面積を確保する多数の小孔が貫設されてなる。
【００２４】
（８）上記加圧室は、円筒形状の筒状体の形態とされるとともに、その下部内側面が下方
へ向けて拡開するテーパ面に形成される。
【００２５】
（９）上記加圧室は、その天部に上記圧縮空気供給手段およびスラッジ供給手段の導入口
がそれぞれ開設されるとともに、その底部に上記フィルタ体が敷設されてなり、このフィ
ルタ体の下側に、含液スラッジから脱液された油・水等の液体を回収する液体回収部が上
記加圧室の外部に連通可能に設けられる。
【００２６】
（１０）上記加圧室の底部は、開閉蓋により開閉可能に施蓋される構造とされるとともに
、この開閉蓋の上端外周縁部位に、上記フィルタ体の外周縁が載置支持され、上記開閉蓋
の上記加圧室底部への施蓋により、上記フィルタ体の外周縁が上記開閉蓋と加圧室底部の
外周縁により挟持状にかつ密封状に支持固定される。
【００２７】
（１１）上記ブリケット排出手段は、少なくとも、上記開閉蓋を開閉動作させる蓋開閉手
段を備えてなり、この蓋開閉手段による上記開閉蓋の開放動作により、上記加圧室内で固
形化された上記スラッジのブリケットが加圧室外部下方へ排出される。
【００２８】
（１２）上記ブリケット排出手段は、上記加圧室内で固形化された上記スラッジのブリケ
ットを加圧室外部の排出位置へ下降させる昇降手段と、上記排出位置にある上記スラッジ
のブリケットを水平方向へ押圧排出する水平排出手段とを備えてなり、上記昇降手段は、
上記開閉蓋を開閉動作させる上記蓋開閉手段から構成される。
【００２９】
（１３）上記昇降手段は、空気圧源により駆動する昇降エアシリンダ装置の形態とされ、
この昇降エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に上記加圧室の底部を開閉可能に施蓋
する開閉蓋が取付け支持され、この開閉蓋上に、上記フィルタ体を介して、固形化された
上記スラッジのブリケットが載置支持される構造とされる。
【００３０】
（１４）上記水平排出手段は、空気圧源により駆動する水平エアシリンダ装置の形態とさ
れ、この水平エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に、上記開閉蓋上に載置支持され
た上記スラッジのブリケットを押圧するブリケット排出用プッシャが取付け支持される。
【００３１】
（１５）上記ブリケット排出用プッシャの上下端縁に、清掃用スクレーパがそれぞれ設け
られ、上記水平エアシリンダ装置のピストンロッドの突出退入による上記ブリケット排出
用プッシャの水平往復動作により、上記清掃用スクレーパが上記加圧室の底部の施蓋接合
部分および上記フィルタ体上面をそれぞれ清掃するように構成される。
【００３２】
（１６）上記蓋開閉手段は、空気圧源により駆動する蓋開閉エアシリンダ装置の形態とさ
れ、この蓋開閉エアシリンダ装置のピストンロッドの先端に、上記加圧室の底部に揺動開
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閉可能に設けられて、加圧室の底部を開閉可能に施蓋する開閉蓋が接続される。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の含液スラッジの脱液・固形化方法によれば、油、水等の液体を含む含液スラッ
ジをフィルタ体によって受持した状態で、圧縮空気により脱液して固形化するに際して、
上記フィルタ体を無数の通液孔を有する網状体で構成するとともに、この網状体の上記通
液孔の目開き寸法を上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさに設定す
ることにより、上記圧縮空気により上記含液スラッジを脱液する脱液工程の初期段階にお
いて、上記含液スラッジ中の濾過除去対象物質が上記フィルタ体上に堆積して上記フィル
タ体の上層フィルタ部を形成するようにしたから、含液スラッジの液体成分を効果的に分
離して脱液するとともに、脱液された含液を取扱い容易な硬さのブリケットに固形化する
ことができる。
【００３４】
　すなわち、上記フィルタ体を構成する網状体における通液孔の目開き寸法を含液スラッ
ジ中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさに設定するとともに、圧縮空気による脱液工
程の初期段階において、含液スラッジ中の濾過除去対象物質が上記フィルタ体上に堆積し
て上層フィルタ部を形成するように構成したことにより、上記網状体における通液孔の目
開き寸法が含液スラッジ中の濾過除去対象物質が通過し得る大きさであるにも関わらず、
上記上層フィルタ部が濾過材層として有効に作用して、フィルタ体本来の濾過機能が有効
に発揮されるとともに、濾過工程終了後の濾過除去対象物質除去により、フィルタ体に目
詰まりを生じることがなく、これにより、フィルタ体の洗浄が基本的に不要で、寿命も長
く、メンテナンス頻度を可及的に減少させることができ、省力化が可能で、ランニングコ
ストも低く抑えることができる。
【００３５】
　また、このようにフィルタ体の洗浄が不要で、交換作業も長期にわたり不要となること
により、上述した一連の含液スラッジの脱液・固形化工程の自動化が可能である。
【００３６】
　また、本発明の含液スラッジの脱液・固形化装置によれば、上述した本発明の含液スラ
ッジの脱液・固形化方法を有効に実施することができ、フィルタ体の目詰まりを解消する
とともに、一連の脱液・固形化工程を自動化することができ、小型で安価、かつ低ランニ
ングコストの装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態１である研削スラッジの脱油・固形化装置の概略構成を示す正
面断面図である。
【図２】同装置における主要部の構成を拡大して示す正面断面図である。
【図３】同装置の水平エアシリンダ装置の主要構成を示す平面図である。
【図４】同装置による含液スラッジの脱液・固形化工程を説明するための正面断面説明図
である。
【図５】本発明の実施形態２である研削スラッジの脱油・固形化装置の概略構成を示す正
面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、図面全体にわたって
同一の符号は同一の構成部材または要素を示している。
【００３９】
実施形態１
　本発明に係る含液スラッジの脱液・固形化装置を図１～図３に示し、この装置は、具体
的には油、水等の液体を含む含液スラッジを圧縮空気により脱液して固形化する脱液・固
形化装置であって、図示の実施形態においては、処理すべき含液スラッジとして各種金属
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の研削工程で発生する油性もしくは水溶性のクーラントＣを含んだ研削スラッジＧＳを脱
油・脱水して所定形状のブリケットＢに固形化する研削スラッジＧＳの脱油・固形化装置
とされている。
【００４０】
　この脱油・固形化装置は、図１に示すように、加圧室１、スラッジ供給部（スラッジ供
給手段）２、圧縮空気供給部（圧縮空気供給手段）３、ブリケット排出部（ブリケット排
出手段）４および装置制御部（制御手段）５を主要部として備えてなり、これら構成部１
～５が装置ハウジング６内に装置されている。
【００４１】
　加圧室１は、上記クーラントＣを含んだ研削スラッジＧＳを脱油・脱水して所定形状の
ブリケットＢに固形化する一連の工程を行う空間であり、その底部にフィルタ体１０を敷
設してなる密閉可能な構造とされている。
【００４２】
　図示の実施形態においては、装置ハウジング６の内部天井部に、円筒状の加圧容器１１
が垂下状に設けられて、その円筒状の内部空間が上記加圧室１とされている。つまり、こ
の加圧室１は円筒形状の筒状体の形態とされており、また、その下部内側面１ａが下方へ
向けて拡開するテーパ面に形成されて、後述するように、円筒形状（厳密には円錐台形状
）に固形化された研削スラッジＧＳのブリケットＢが自重により落下しやすい形状とされ
ている。
【００４３】
　上記加圧室１は、その天部つまり加圧容器１１の上蓋１２に、後述するスラッジ供給部
２の導入配管１３と圧縮空気供給部３の導入配管１４とがそれぞれ内外に貫通して設けら
れている。
【００４４】
　また、加圧室１の底部には、上記フィルタ体１０が敷設されるとともに、このフィルタ
体１０の下側には液体回収部２０が設けられており、ここに研削スラッジＧＳから脱液さ
れた液体（図示の実施形態においては油性または水溶性のクーラント）Ｃが回収されるよ
うに構成されている。この液体回収部２０は、排液路２０ａを介して上記加圧室１の外部
に連通可能とされている。
【００４５】
　具体的には、図２に示すように、加圧容器１１の底部に開閉蓋２１が分離可能に接合さ
れて、上記加圧室１の底部が開閉蓋２１により開閉可能に施蓋される構造とされている。
【００４６】
　この開閉蓋２１は、図示のごとく加圧容器１１の本体部分に対応した円形輪郭とされ、
かつ上方が開放された円筒容器の形態とされている。開閉蓋２１の上端外周縁部位には環
状段部２２が形成され、この環状段部２２に、上記フィルタ体１０の外周縁１０ａが載置
支持されるとともに、その下側の空間が上記液体回収部２０とされている。
【００４７】
　また、開閉蓋２１の側壁部には、図１に示すように、上記液体回収部２０の排液路２０
ａが内外に貫設されており、この排液路２０ａが、図示しない排液管により装置ハウジン
グ６の外部の液体回収タンク（図示省略）に連通されている。
【００４８】
　また、フィルタ体１０は、上記開閉蓋２１の上記加圧室１底部への施蓋により、その外
周縁１０ａが上記開閉蓋２１と加圧容器１１つまり加圧室１の底部の外周縁１ｂにより挟
持状にかつ密封状に支持固定される構造とされている。これに関連して、加圧容器１１の
下端面１１ａには、シール部材としてＯリング２３が嵌着されている。
【００４９】
　フィルタ体１０は、上記開閉蓋２１の環状段部２２に対応した外径を有する円板状とさ
れるとともに、フィルタ部材２５と保持板２６とからなる二重積層構造とされている。
【００５０】
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　フィルタ部材２５は、フィルタ体１０としての濾過機能を発揮する網状体を構成する薄
板状のもので、その材質は、プラスチック、金属など、処理対象となる含液スラッジの種
類に応じて適宜選択される。また、このフィルタ部材２５に形成される無数の通液孔の目
開き（網目の大きさ）寸法は、処理対象となる研削スラッジＧＳの中の濾過除去対象物質
である研削金属屑が通過し得る大きさで、かつ、後述する圧縮空気による脱液工程の初期
段階において、上記研削スラッジＧＳ中の研削金属屑が上記フィルタ体１０上に堆積し得
る範囲内で可及的に小さく設定されている。なお、フィルタ体１０上に堆積する研削金属
屑のフィルタ層ＷＦは、薄膜状につまりいわゆるうっすらと一皮できれば、フィルタとし
ての役目を果たし得ることが試験的に判明している。
【００５１】
　つまり、この種の従来の一般的なフィルタ部材においては、研削金属屑の濾過粒度は上
記フィルタ部材の通液孔の目開き寸法にほぼ等しく、換言すれば、上記通液孔の目開き寸
法は、処理対象となる研削スラッジＧＳ中の研削金属屑の大きさとほぼ等しく、もしくは
それより小さく設定されるところ、本発明における上記通液孔の設計条件は、上記研削金
属屑の大きさよりも若干大きな目開き寸法となるように設定される。
【００５２】
　図示の実施形態のフィルタ部材２５としては、処理対象である研削スラッジＧＳに対応
して金属製の網状体、具体的には金属線材からなる金網が用いられ、また、その通液孔の
目開き寸法は、処理対象となる研削スラッジＧＳ中の研削金属屑の大きさよりも若干大き
く設定される。なお、上記研削金属屑の最大径は、被削材の材質、研削砥石の番手、切削
代、切削速度等、多くのパラメータにより様々に変化するので、上記通液孔の目開き寸法
も、それぞれ具体的な実施現場における諸条件に応じて決定されることになる。
【００５３】
　図示の実施形態においては、研削スラッジＧＳ中の研削金属屑の最大径が約３０μｍで
あり、上記通液孔の目開き寸法は、この最大径よりも若干大きな４０μｍ～４５μｍに設
定されるのが好ましく、具体的には４３μｍとされている。また、図示のフィルタ部材２
５の厚さは約５０μｍに設定されている。
【００５４】
　また、上記設計条件のフィルタ部材２５によれば、後述する圧縮空気による脱液工程の
初期段階において、上記研削金属屑がフィルタ体１０つまりフィルタ部材２５上に約１～
２ｍｍ程度堆積して上記フィルタ層ＷＦを形成し、有効なフィルタ機能を発揮することが
試験的に判明している。
【００５５】
　保持板２６は、フィルタ部材２５を分離可能に載置保持する補強板として機能するもの
で、具体的には、圧縮空気による脱液工程において、圧縮空気によって生じる荷重を負担
し得る強度を有するとともに、上記フィルタ部材２５により濾過されて落下する液体Ｃを
抵抗なく通過させるのに十分な開口面積を確保するべく、多数の小孔２６ａ、２６ａ、…
が貫設されてなる。
【００５６】
　保持板２６の材質は、上記フィルタ部材２５と同様に、プラスチック、金属など、処理
対象となる含液スラッジの種類に応じて適宜選択される。
【００５７】
　図示の実施形態の保持板２６は金属製の板材から形成され、その厚さは７ｍｍに設定さ
れるとともに、その全面には、直径３ｍｍの小孔２６ａ、２６ａ、…が多数貫設されてお
り、上記フィルタ部材２５により濾過されて落下する油性もしくは水溶性のクーラントＣ
が、これらの小孔２６ａ、２６ａ、…介して下方へ通過して、上記液体回収部２０に回収
される。
【００５８】
　スラッジ供給部３は、加圧室１内に研削スラッジＧＳを供給するもので、具体的には、
上述したように、その導入配管１３が加圧室１の上蓋１２に内外に貫通して設けられて、
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その導入口１３ａが加圧室１内部に臨んでおり、これにより、処理対象である研削スラッ
ジＧＳが加圧室１内へその天部から供給される構成とされている。
【００５９】
　上記スラッジ供給部２の導入配管１３は、その途中箇所に設けられた開閉弁１５を介し
て図外のスラッジ供給源に連通されている。上記開閉弁１５は具体的には電磁弁からなり
、装置制御部５に電気的に接続されて、研削スラッジＧＳの加圧室１内への導入を制御す
る。
【００６０】
　圧縮空気供給部３は、上記加圧室１の上部から加圧室１内に圧縮空気を導入供給するも
ので、上述したように、上記加圧容器１１の上蓋１２に、その導入配管１４が内外に貫通
して設けられて、その導入口１４ａが加圧室１内に臨んでおり、これにより、加圧媒体で
ある圧縮空気が加圧室１内へその天部から供給される構成とされている。
【００６１】
　上記圧縮空気供給部３の導入配管１４は、その途中箇所に設けられた開閉弁１６を介し
て図外の圧縮空気源に連通されている。この開閉弁１６は具体的には電磁弁からなり、装
置制御部５に電気的に接続されて、圧縮空気の加圧室１内への導入を制御する。
【００６２】
　また、圧縮空気供給部３の導入配管１４には、圧力センサとしての圧力計１７が設けら
れるとともに、上蓋１２には、高さセンサとしての接触センサ１８が設けられている。こ
れらセンサ１７、１８は、加圧室１内の状況を検出するセンサ手段として機能し、圧力計
１７は、加圧室１内の空気圧を検出するとともに、接触センサ１８は、加圧室１内に固形
化されて堆積する固形化物つまりスラッジＧＳのブリケットＢの高さを検出し、それぞれ
上記装置制御部５に電気的に接続されている。
【００６３】
　これら圧力計１７および接触センサ１８の検出結果は、後述するように、脱液工程の終
了時および固形化工程の開始時を決定する装置制御部５の制御因子として作用する。
【００６４】
　図示の実施形態のブリケット排出部４は、上記加圧室１内において固形化されたスラッ
ジＧＳのブリケットＢを加圧室１外へ、さらには排出シュート３７を介して装置ハウジン
グ６の外部（機外）へ排出するもので、昇降部（昇降手段）３１および水平排出部（水平
排出手段）３２を備えてなる。
【００６５】
　昇降部３１は、上記加圧室１内で固形化されたスラッジＧＳのブリケットＢを加圧室１
外部の排出位置Ｐへ下降させるもので、具体的には、空気圧源により駆動する昇降エアシ
リンダ装置の形態とされている。
【００６６】
　昇降エアシリンダ装置３１は、そのシリンダ本体３１ａが装置ハウジング６の底部に上
向き起立状に装置されるとともに、そのピストンロッド３１ｂが上記円筒状の加圧室１と
同軸状に配置されている。このピストンロッド３１ｂの先端には、前述のフィルタ体１０
を載置支持する開閉蓋２１が水平状に取付け支持されている。つまり、昇降エアシリンダ
装置３１は、上記開閉蓋２１を開閉動作させる蓋開閉手段としての機能を兼備する。
【００６７】
　具体的には図示しないが、昇降エアシリンダ装置３１の作動空気圧源であるエア供給回
路のエアポンプおよび方向切替弁は、上記装置制御部５に電気的に接続されて、昇降エア
シリンダ装置３１の駆動（ピストンロッド３１ｂの突出退入動作）を制御する。
【００６８】
　そして、昇降エアシリンダ装置３１の駆動により、上記ピストンロッド３１ｂが上方へ
突出動作すると、上記開閉蓋２１が水平状態のまま上昇して加圧容器１１の底部に接合さ
れ、これにより、加圧室１底部が緊密に閉止されて施蓋されるとともに、上記フィルタ体
１０の外周縁１０ａが、上記開閉蓋２１と加圧室１の底部の外周縁１ｂとにより挟持状に
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かつ密封状に支持固定される（図１に示される位置）。
【００６９】
　一方、上記ピストンロッド３１ｂの下方へ退入動作すると、上記開閉蓋２１が水平状態
のまま下降して加圧容器１１の底部から分離され、これにより、加圧室１底部が開放され
るとともに、上記フィルタ体１０がその密封挟持状態を解除されて、その上面が加圧室１
下方の排出位置Ｐまで下降される。換言すれば、上記ピストンロッド３１ｂによる開閉蓋
２１の開放動作により、上記フィルタ体１０上に固形化して載置支持される固形スラッジ
ＧＳが上記排出位置Ｐまで下降されて、加圧室１外部下方へ排出される（図４の（４）位
置）。
【００７０】
　水平排出部３２は、加圧室１から排出されて上記排出位置ＰにあるスラッジＧＳのブリ
ケットＢを水平方向へ押圧して装置ハウジング６の外部へ排出させるもので、具体的には
、空気圧源により駆動する水平エアシリンダ装置の形態とされている。
【００７１】
　水平エアシリンダ装置３２は、そのシリンダ本体３２ａが装置ハウジング６の側壁部に
水平に装置されるとともに、そのピストンロッド３２ｂが上記排出位置Ｐに対応した高さ
位置に配置されている。このピストンロッド３２ｂの先端には、上記開閉蓋２１上に載置
支持されて排出位置ＰにあるブリケットＢを押圧するブリケット排出用プッシャ３５が取
付け支持されている。
【００７２】
　このブリケット排出用プッシャ３５は、図３の平面図に示すように、円筒形状に固形化
されたブリケットＢの側部円筒面を抱え込むような形状に屈曲形成されてなる板状のもの
で、ブリケットＢを横方向へ逃がすことなく、ピストンロッド３２ｂの進退方向へ直線的
に押圧移動するように構成されている。
【００７３】
　これに関連して、上記水平エアシリンダ装置３２の装置部位に対向する装置ハウジング
６の側壁部に、排出口３６が開口されるとともに、この排出口３６の下縁部に、上記排出
シュート３７が外方へ向けて下向き傾斜上に設けられている。これにより、水平エアシリ
ンダ装置３２に押圧移動されるブリケットＢが、排出シュート３７により排出口３６を介
して機外へ排出されて、図外のスラッジ回収部に落下回収される（図４の（６）参照）。
【００７４】
　また、上記ブリケット排出用プッシャ３５の上下端縁には、清掃用スクレーパ３８がそ
れぞれ設けられており、水平エアシリンダ装置３２のピストンロッド３２ｂが一連の押し
出し動作（突出退入動作）を行う際に、上記清掃用スクレーパが上記加圧室１の底部の施
蓋接合部分および上記フィルタ体１０上面、つまり、加圧容器１１と開閉蓋２１の接合面
をそれぞれ清掃するように構成されている。
【００７５】
　具体的には図示しないが、水平エアシリンダ装置３２の作動空気圧源であるエア供給回
路のエアポンプおよび方向切替弁は、上記装置制御部５に電気的に接続されて、水平エア
シリンダ装置３２の駆動（ピストンロッド３２ｂの突出退入動作）を制御する。
【００７６】
　そして、水平エアシリンダ装置３２の駆動により、上記ピストンロッド３２ｂが水平方
向へ突出動作すると、上記ブリケット排出用プッシャ３５がブリケットＢをそのまま水平
方向へ押圧して、ブリケットＢは上記開閉蓋２１上をスライド移動されて、排出シュート
３７上へ排出される。排出シュート３７上に排出されたブリケットＢは、自重により排出
シュート３７上を滑落して、図外のスラッジ回収部に落下回収される。
【００７７】
　一方、ブリケットＢを機外へ押出し排出した水平エアシリンダ装置３２のピストンロッ
ド３２ｂは水平方向後方の待機位置（図１および図４の（１）の位置）まで退入動作する
ことになるが、このピストンロッド３２ｂの一連の突出退入により、上記ブリケット排出
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用プッシャ３５の清掃用スクレーパ３８、３８が水平往復動作して、上述したように加圧
容器１１と開閉蓋２１の接合面を清掃し、この部位の施蓋密封効果が回復ないし維持され
る。
【００７８】
　装置制御部（制御手段）５は、上述したスラッジ供給部２、圧縮空気供給部３およびブ
リケット排出部４の各駆動部の動作を相互に連動して自動制御するもので、具体的には、
ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭおよびＩ／Ｏポートなどからなるマイクロコンピュータで構成さ
れている。
【００７９】
　この装置制御部５には、スラッジ供給部２のスラッジ供給工程、圧縮空気供給部３の圧
縮空気による脱水・固形化工程、ブリケット排出部４のブリケット排出工程を相互に連動
して実行させるためのプログラム等が組み込まれるとともに、各駆動部の駆動に必要な種
々の情報、例えば、スラッジ供給部２における開閉弁１５の開閉タイミングおよび開弁時
間、圧縮空気供給部３における開閉弁１６の開閉タイミングおよび開弁時間、あるいは、
ブリケット排出部４における昇降エアシリンダ装置３１の動作タイミングおよび水平エア
シリンダ装置３２の動作タイミングなどが、予めデータとしてまたはキーボード等により
適宜選択的に入力設定されている。
【００８０】
　また、上記装置制御部５には、前述したように、加圧室１内の状況を検出するセンサ手
段である圧力計１７や接触センサ１８、および各駆動部１５、１６、３１、３２などが電
気的に接続されており、装置制御部５は、これらの各種実測値およびデータに従って、上
記各駆動部１５、１６、３１、３２などを制御する。
【００８１】
　しかして、以上のように構成された研削スラッジＧＳの脱油・固形化装置は、電源投入
により起動して、装置制御部５により各駆動部が相互に関連して自動制御され、以下の脱
油・固形化工程を実行する（図４の（１）～（６）参照）。
【００８２】
Ａ．スラッジ導入・充填工程：
　底部に上記フィルタ体１０を敷設してなる加圧室１内に研削スラッジＧＳを導入し充填
する（図４の（１）参照）。
【００８３】
　具体的には、昇降エアシリンダ装置３１のピストンロッド３１ｂの上方への突出により
、開閉蓋２１が加圧容器１１の底部に押し当て接合されて、加圧室１が緊密に施蓋閉止さ
れた密封状態とされるとともに、導入配管１４が大気に開放されながら（図示省略）、圧
縮空気供給部３の開閉弁１６が開けられた状態で、スラッジ供給部２の開閉弁１５が開け
られる。これにより、スラッジ供給部２のスラッジ供給源から、研削スラッジＧＳが加圧
室１内に導入される。
【００８４】
　所定の量の研削スラッジＧＳが加圧室１内に導入されて充填されると、スラッジ供給部
２の開閉弁１５が閉じられて、加圧室１内への研削スラッジＧＳの供給が停止される。
【００８５】
　この際、加圧室１の底部に敷設されたフィルタ体１０の網の目開き寸法が上述のごとく
研削スラッジＧＳ中に含まれる濾過除去対象物質である研削金属屑が通過し得る大きさ（
研削金属屑の最大寸法より若干大きい寸法）のため、研削スラッジＧＳの導入直後は、上
記フィルタ体１０に捕獲されずに、クーラントＣと共に下方へ通過する研削金属屑が存在
する。しかしながら、クーラントＣに対する研削金属屑の混入濃度が高いため、図２に示
すように、研削金属屑は直ちにフィルタ体１０上に堆積し始めてフィルタ層ＷＦがうっす
らと一皮形成され、以降はこの研削金属屑のフィルタ層ＷＦが有効なフィルタ材となって
、研削スラッジＧＳ中に含まれる研削金属屑が確実に捕獲されることとなる。
【００８６】
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　Ｂ．脱油（脱液）工程：
　上記研削スラッジＧＳを充填した加圧室１内に所定圧力（図示の実施形態においては０
．４ＭＰａ程度）の圧縮空気を導入することにより、上記研削スラッジＧＳ中に圧縮空気
を通気して脱油する（図４の（２）参照）。
【００８７】
　具体的には、加圧室１内への研削スラッジＧＳの導入・充填完了後、スラッジ供給部２
の開閉弁１５が閉じられて、次いで圧縮空気供給部３の開閉弁１６が開けられて、導入配
管１４の導入口１４ａから圧縮空気が導入され、この圧縮空気により、研削スラッジＧＳ
が加圧される。
【００８８】
　研削スラッジＧＳ中の研削金属屑は、フィルタ体１０およびフィルタ体１０上に堆積し
た研削金属屑のフィルタ層ＷＦによって捕獲され、クーラントＣのみがこのフィルタ層Ｗ
Ｆの研削金属屑の粒子間隙間を通過し、さらにフィルタ体１０を通過して、開閉蓋２１の
液体回収部２０に落下回収され、さらに排液路２０ａを介して機外へ排出される。
【００８９】
　時間の経過に伴い、クーラントＣは次第に減少するため、加圧室１内の研削スラッジＧ
Ｓの液面高さは徐々に低下していき、最終的には、フィルタ体１０上に堆積した研削スラ
ッジＧＳの上面が露出する。この瞬間は、加圧室１内の圧力が低下するため、圧力計１７
により検出することができる。ここで脱油工程は完了し、連続して固形化工程に入る。
【００９０】
Ｃ．固形化工程：
　上記脱液工程を終了した加圧室１内に圧縮空気を追加導入することにより、上記脱液し
た研削スラッジＧＳを圧縮して固形化する（図４の（３））。
【００９１】
（１）具体的には、脱油工程の完了後、加圧室１内に導入される圧縮空気は、フィルタ体
１０上に堆積する研削スラッジＧＳ自身に直接作用することになり、研削金属屑の粒子間
隙間に含有されるクーラントＣが圧縮空気により置換されて、脱油はさらに促進されると
ともに、この脱油の圧縮空気による置換と、圧縮空気による押付け力とにより、堆積する
研削スラッジＧＳはブリケットＢに固形化される。さらに所定の時間だけ圧縮空気が導入
されて、所定固さ（所定の含有油分量）のブリケットＢが形成され、研削スラッジＧＳの
脱油、固形化処理が終了する。
【００９２】
（２）ここで、ブリケットＢに固形化された研削スラッジＧＳの上面が固形化物高さ検出
用接触センサ１８よりも低くて、接触センサ１８に接触しない場合には、引き続いて、上
述したＡ～Ｃの処理工程が繰り返される。この処理工程が繰り返されていくにつれて、フ
ィルタ体１０上に堆積する研削スラッジＧＳの高さは高くなり、最終的に、研削スラッジ
ＧＳの上面が上記接触センサ１８に接触する。すると、圧縮空気供給部３の開閉弁１６が
閉じられて、加圧室１内への圧縮空気の導入が停止され、研削スラッジＧＳの脱油、固形
化処理が完了し、次工程のブリケット排出工程が開始される。
【００９３】
Ｄ．排出工程：
　上記フィルタ体１０の上に堆積して固形化されたスラッジＧＳのブリケットＢを、以下
の工程により、加圧室１から機外へ排出する（図４の（４）、（５）、（６）参照）。
【００９４】
（１）開閉蓋下降工程：
　開閉蓋下降用の昇降エアシリンダ装置３１の駆動により、ピストンロッド３１ｂが下方
へ退入して、開閉蓋２１が下降する。このとき、加圧室１の下部内側面１ａが下方へ向け
て拡開するテーパ面とされているため、固形化された研削スラッジＧＳのブリケットＢは
、自重により加圧室１の内側面から容易に離脱して、図４の（４）に示すように、下降す
る開閉蓋２１と共に排出位置Ｐまで下降する。なお、ブリケット１７が加圧室１の内側面
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に吸着して落ちない場合には、圧縮空気供給部３の導入配管１４の導入口１３ａから少し
だけ圧縮空気を加圧室１内に導入することにより、容易に脱離し落下させることができる
。
【００９５】
（２）ブリケット取出し・接合部清掃工程：
　次いで、図３および図４の（５）、（６）に示すように、ブリケット取出し用の水平エ
アシリンダ装置３２の駆動により、ピストンロッド３２ｂが水平方向へ突出動作して、そ
の先端に取り付けられたブリケット排出用プッシャ３５により、開閉蓋２１上のブリケッ
トＢをそのまま水平方向へ押圧して押し出し、ブリケットＢは上記開閉蓋２１上をスライ
ド移動されて、排出シュート３７上へ排出されて、図外のスラッジ回収部に落下回収され
る。この後、上記水平エアシリンダ装置３２のピストンロッド３２ｂは水平方向後方の待
機位置（図１および図４の（１）の位置）まで退入動作する。
【００９６】
　一方、前述したように、上記ブリケット排出用プッシャ３５の上下端縁には清掃用スク
レーパ３８がそれぞれ取り付けられており、水平エアシリンダ装置３２のピストンロッド
３２ｂが一連のブリケットＢの押出し動作（突出退入動作）を行う際に、上記ブリケット
排出用プッシャ３５の清掃用スクレーパ３８、３８が水平往復動作して、前述したように
加圧容器１１と開閉蓋２１の接合面を清掃し、これによりこれら接合面の施蓋密封効果が
回復ないし維持される。
【００９７】
（３）排出完了：
　ブリケットＢの排出工程が終了すると、昇降エアシリンダ装置３１の駆動により、ピス
トンロッド３１ｂが上方へ突出動作して、開閉蓋２１が上昇復帰して加圧容器１１の底部
に密着状に接合されて、加圧室１が緊密に施蓋閉止された密封状態で、次の脱油・固形化
処理工程Ａ～Ｄが開始される。
【００９８】
　以上のように、本実施形態の研削スラッジＧＳの脱液・固形化技術によれば、油、水等
の液体を含む研削スラッジＧＳをフィルタ体１０によって受持した状態で、圧縮空気によ
り脱油してブリケットＢに固形化するに際して、上記フィルタ体１０を無数の通液孔を有
する網状体で構成するとともに、この網状体の上記通液孔の目開き寸法を上記研削スラッ
ジＧＳ中の濾過除去対象物質である研削金属屑が通過し得る大きさに設定することにより
、上記圧縮空気により上記研削スラッジＧＳを脱油する脱油工程の初期段階において、上
記研削スラッジＧＳ中の研削金属屑が上記フィルタ体１０上に堆積してフィルタ体１０の
上層フィルタ部（フィルタ層）ＷＦを形成するようにしたから、研削スラッジＧＳの油分
であるクーラントＣを効果的に分離して脱油するとともに、脱油された研削スラッジＧＳ
を取扱い容易な硬さのブリケットＢに固形化することができる。
【００９９】
　すなわち、上記フィルタ体１０を構成する金網における通液孔の目開き寸法を研削スラ
ッジＧＳ中の濾過除去対象物質（研削金属屑）が通過し得る大きさに設定するとともに、
圧縮空気による脱液工程の初期段階において、研削スラッジＧＳ中の濾過除去対象物質が
上記フィルタ体１０上に堆積してフィルタ層ＷＦを形成するように構成したことにより、
上記金網における通液孔の目開き寸法が研削スラッジＧＳ中の研削金属屑が通過し得る大
きさであるにも関わらず、上記フィルタ層ＷＦが濾過材層として有効に作用して、フィル
タ体１０本来の濾過機能が有効に発揮されるとともに、濾過工程終了後の研削金属屑除去
により、フィルタ体１０に目詰まりを生じることがなく、これにより、フィルタ体１０の
洗浄が基本的に不要で、寿命も長く、メンテナンス頻度を可及的に減少させることができ
、省力化が可能で、ランニングコストも低く抑えることができる。
【０１００】
　また、このようにフィルタ体１０の洗浄が不要で、交換作業も長期にわたり不要となる
ことにより、上述した一連の研削スラッジＧＳの脱液・固形化工程の自動化が可能である
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。
【０１０１】
　また、本実施形態の研削スラッジＧＳの脱液・固形化装置によれば、フィルタ体１０の
目詰まりを解消するとともに、一連の脱液・固形化工程を自動化することができ、小型で
安価、かつ低ランニングコストの装置を提供することができる。
【０１０２】
実施形態２
　本実施形態は図５に示されており、実施形態１におけるブリケット排出部４の構成が改
変されたものである。
【０１０３】
　すなわち、本実施形態においては、ブリケット排出部４は、開閉蓋２１の開閉構造の改
変に伴って、この開閉蓋２１を開閉動作させる蓋開閉部（蓋開閉手段）４１を主要部とし
て備えてなる。
【０１０４】
　本実施形態の開閉蓋２１は、加圧室１の底部に支軸４２により揺動可能に設けられて、
加圧室１の底部を開閉可能に施蓋する構造とされている。
【０１０５】
　蓋開閉部４１は、上記開閉蓋２１を開閉動作させるとともに、加圧室１内で固形化され
た研削スラッジＧＳのブリケットＢを加圧室１の外部へ排出させるもので、具体的には、
空気圧源により駆動する蓋開閉エアシリンダ装置の形態とされている。
【０１０６】
　蓋開閉エアシリンダ装置４１は、そのシリンダ本体４１ａが装置ハウジング６の底部に
支軸４３により揺動可能に支持されて装置されるとともに、そのピストンロッド４１ｂの
先端が上記開閉蓋２１の底面中央部に支軸４４により揺動可能に接続されている。
【０１０７】
　具体的には図示しないが、蓋開閉エアシリンダ装置４１の作動空気圧源であるエア供給
回路のエアポンプおよび方向切替弁は、上記装置制御部５に電気的に接続されて、蓋開閉
エアシリンダ装置４１の駆動（ピストンロッド４１ｂの突出退入動作）を制御する。
【０１０８】
　しかして、上記蓋開閉エアシリンダ装置４１の駆動により、上記ピストンロッド４１ｂ
が上方へ突出動作すると、上記開閉蓋２１が支軸４２を中心に揺動して加圧容器１１の底
部に接合され、これにより、加圧室１底部が緊密に閉止されて施蓋されるとともに、上記
フィルタ体１０の外周縁１０ａが、上記開閉蓋２１と加圧室１の底部の外周縁１ｂとによ
り挟持状にかつ密封状に支持固定される（図５の二点鎖線で示される位置）。
【０１０９】
　一方、上記ピストンロッド４１ｂの下方へ退入動作すると、上記開閉蓋２１が支軸４２
を中心に揺動して加圧容器１１の底部から分離され、これにより、加圧室１底部が開放さ
れるとともに、上記フィルタ体１０上に固形化して載置支持される研削スラッジＧＳのブ
リケットＢが自重により下方へ落下して、加圧室１外部下方に待機する回収容器４５に回
収排出される。
【０１１０】
　この回収容器４５は、その場で回収した研削スラッジＧＳのブリケットＢを取り出して
廃棄処分するか、あるいは具体的には図示しないが、手動または自動で装置ハウジング６
の内外へ搬出移動可能とされることにより、装置ハウジング６の外部において、回収した
研削スラッジＧＳのブリケットＢが回収容器４５から取り出されて廃棄処分される構成と
されている。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【０１１１】
　なお、上述した実施形態１および２はあくまでも本発明の好適な実施態様を示すもので
あって、本発明はこれに限定されることなく、その範囲において種々の設計変更が可能で
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【０１１２】
　一例として、上述した実施形態１および２におけるブリケット排出部４の具体的構成は
、同様な機能を有する他の構成に改変可能であり、また、その駆動源もエアシリンダ装置
に替えて駆動モータ等の採用も可能である。
【０１１３】
　また、上述した実施形態１および２は、研削スラッジＧＳについて脱油・固形化するた
めの処理技術について説明したが、本発明はこれら研削スラッジＧＳの処理に限定されず
、油、水等の液体を含む他の含液スラッジ、例えば下水汚泥、食品滓あるいは汚水汚泥等
の脱液・固形化にも有効に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１４】
ＧＳ　　　　　　　　　　　　　研削スラッジ（含液スラッジ）
ＷＦ　　　　　　　　　　　　　フィルタ層
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　ブリケット
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　クーラント
Ｐ　　　　　　　　　　　　　　排出位置
１　　　　　　　　　　　　　　加圧室
１ａ　　　　　　　　　　　　　下部内側面
２　　　　　　　　　　　　　　スラッジ供給部（スラッジ供給手段）
３　　　　　　　　　　　　　　圧縮空気供給部（圧縮空気供給手段）
４　　　　　　　　　　　　　　ブリケット排出部（ブリケット排出手段）
５　　　　　　　　　　　　　　装置制御部（制御手段）
６　　　　　　　　　　　　　　装置ハウジング
１０　　　　　　　　　　　　　フィルタ体
１１　　　　　　　　　　　　　加圧容器
１３　　　　　　　　　　　　　スラッジ供給部の導入配管
１４　　　　　　　　　　　　　圧縮空気供給部の導入配管
１３ａ　　　　　　　　　　　　導入口
１４ａ　　　　　　　　　　　　導入口
１５　　　　　　　　　　　　　開閉弁
１６　　　　　　　　　　　　　開閉弁
１７　　　　　　　　　　　　　圧力計（圧力センサ）
１８　　　　　　　　　　　　　接触センサ（高さセンサ）
２０　　　　　　　　　　　　　液体回収部
２１　　　　　　　　　　　　　開閉蓋
２５　　　　　　　　　　　　　フィルタ部材
２６　　　　　　　　　　　　　保持板
２６ａ　　　　　　　　　　　　孔
３１　　　　　　　　　　　　　昇降エアシリンダ装置（昇降部、昇降手段、蓋開閉手段
）
３２　　　　　　　　　　　　　水平エアシリンダ装置（水平排出部、水平排出手段）
３５　　　　　　　　　　　　　ブリケット排出用プッシャ
３６　　　　　　　　　　　　　排出口
３７　　　　　　　　　　　　　排出シュート
３８　　　　　　　　　　　　　清掃用スクレーパ
４１　　　　　　　　　　　　　蓋開閉エアシリンダ装置（蓋開閉部、蓋開閉手段）
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